
 

（法人用）オンライントレード取扱規定 新旧対照表 

 

（下線部分改正） 

現行 改正 

第２条  本サービスの利用 

１．        （省  略）    

（1）～（3）   （省  略） 

（4）お客様が本サービスの利用に必要な暗証番号を

お届出いただいている場合。 

（5）      （省  略） 

（6）お客様が、本規定第 3条に規定する取引責任者

を特定し、当社にお届出になり、かつ当社が承諾し

た場合。 

但し、(1)及び(3)～(6)の各号の全てに該当し、お客

様からオンライントレードを利用しない旨のお申出

がない場合には、お客様からオンライントレードの

利用申込みがあったものとして取扱う場合がありま

す。 

２．本サービスは、お客様が当社にお届出いただい

た暗証番号又はお客様が任意に設定したログインパ

スワードと、オンライントレードご利用時に使用さ

れるログインパスワードとが一致する場合のみご利

用になることができます。なお、暗証番号又はログ

インパスワードに加え、当社が必要に応じて手続き

ごとに追加的な認証方法（お客様のメールアドレス

に送付するワンタイムパスワードの入力等。以下「追

加的な認証方法」といいます。）を定めている場合

には、追加的な認証方法をご利用いただく必要があ

るものとします。  

 

 

 

 

 

３．       （省  略） 

 

第３条 取引責任者 

１．～４．       （省  略） 

５．お客様は、前項 4．の取引責任者の変更の際には、

同時に暗証番号及びログインパスワードの変更を行

第２条  本サービスの利用 

１．            （現行どおり） 

（1）～（3）   （現行どおり） 

削  除 

 

（4）      （現行どおり） 

（5）お客様が、本規定第 3条に規定する取引責任者

を特定し、当社にお届出になり、かつ当社が承諾し

た場合。 

但し、(1)及び(3)～(5)の各号の全てに該当し、お客

様からオンライントレードを利用しない旨のお申出

がない場合には、お客様からオンライントレードの

利用申込みがあったものとして取扱う場合がありま

す。 

２．本サービスは、お客様が当社にお届出いただい

た又は任意に設定した暗証番号、取引パスワード、

生体情報その他の当社が認めた認証情報（以下「認

証情報」といいます。）と、オンライントレードご

利用時に使用する認証情報の一致を照合する方法、

及びお客様端末における生体情報やＰＩＮコード等

の利用によるパスキー認証を用いた方法（以下「パ

スキー認証方法」といいます。）その他の当社が定

める認証方法のうち、当社が求める認証方法による

確認ができた場合のみご利用になることができま

す。なお、当社が必要に応じて手続きごとに追加的

な認証方法（お客様のメールアドレスに送付するワ

ンタイムパスワードの入力等。以下「追加的な認証

方法」といいます。）を定めている場合には、追加

的な認証方法をご利用いただく必要があるものとし

ます。 

３．       （現行どおり） 

 

第３条 取引責任者 

１．～４．      （現行どおり） 

５．お客様は、前項 4．の取引責任者の変更の際、認

証情報の一致による認証方法をご利用されている場



現行 改正 

うことといたします。 

 

 

 

６． お客様は、暗証番号及びログインパスワード等

を取引責任者以外の第三者への開示又は貸与により

利用させることはできません。取引責任者以外の者

が暗証番号及びログインパスワード等を用いてオン

ライントレードを利用した場合も当該利用は取引責

任者が行ったものとみなします。 

 

第１９条 禁止事項 

１．             （省  略） 

（1）～（5）   （省  略） 

（6）お客様の口座番号・暗証番号・ログインパスワ

ード等のパスワードを第三者の利用に供すること。 

（7）      （省  略） 

２．～３．    （省  略） 

 

第２０条 免責事項 

１．             （省  略） 

(1) 本サービスのご利用に関し、お客様の暗証番号

等をお客様ご自身が入力又は利用したか否かにかか

わらず、オンライントレードによる暗証番号等の一

致又は追加的な確認方法の利用を確認した取引。 

 

(2)～(8)        （省  略） 

（9）暗証番号及びログインパスワード等の誤使用等

のため、取引を制限・中断したために生じた損害又

は逸失利益。 

(10) お客様が追加的な認証方法の利用設定をしな

いこと又は利用設定後にお客様のご依頼で当社が解

除したことにより生じた、本サービスの利用不能、

制限又は停止。 

 

(11)       （省  略） 

２．本サービスの利用に関し、第 2条第 1項 5号に

て定める通信機器もしくはその他のシステム機器又

は通信回線・ネットワーク回線もしくはその他の通

信手段に、当社の故意又は重大なる過失によらない

障害又は瑕疵が発生した場合、お客様が自らの責任

合には、当社所定の手続きにより認証情報の変更を

行うこととし、また、パスキー認証方法をご利用さ

れている場合には、当該認証方法を再登録すること

といたします。 

６． お客様は、認証情報又はパスキー認証方法を取

引責任者以外の第三者への開示又は貸与により利用

させることはできません。取引責任者以外の者が認

証情報又はパスキー認証方法を用いてオンライント

レードを利用した場合も当該利用は取引責任者が行

ったものとみなします。 

 

第１９条 禁止事項 

１．            （現行どおり）  

（1）～（5）   （現行どおり） 

（6）お客様の口座番号・認証情報・パスキー認証方

法を第三者の利用に供すること。 

（7）      （現行どおり）  

２．～３．    （現行どおり） 

 

第２０条 免責事項 

１．            （現行どおり）  

(1) 本サービスのご利用に関し、お客様の認証情報

又はパスキー認証方法等をお客様ご自身が入力又は

利用したか否かにかかわらず、オンライントレード

による認証情報の一致その他当社が求める認証方法

又は追加的な確認方法の利用を確認した取引。 

(2)～(8)       （現行どおり） 

（9）認証情報の誤使用等により、取引を制限・中断

したために生じた損害又は逸失利益。 

 

(10) お客様がパスキー認証方法その他当社が求め

る認証方法もしくは追加的な認証方法の利用設定を

しないこと、又は当該利用設定後にお客様のご依頼

で当社が解除したことにより生じた、本サービスの

利用不能、制限又は停止。 

(11)       （現行どおり） 

２．本サービスの利用に関し、第 2 条第 1 項 4 号に

て定める通信機器もしくはその他のシステム機器又

は通信回線・ネットワーク回線もしくはその他の通

信手段に、当社の故意又は重大なる過失によらない

障害又は瑕疵が発生した場合、お客様が自らの責任



現行 改正 

と費用負担によりそれを解決するものとし、当社は

その原因を調査する義務又は解決する義務を負わな

いものとします。 

３．            （省  略） 
 

附 則 

１．この取扱規定は、2025 年 7 月 6 日より適用され

ます。 

 

以 上 

 

と費用負担によりそれを解決するものとし、当社は

その原因を調査する義務又は解決する義務を負わな

いものとします。 

３．            （現行どおり） 
 

附 則 

１．この取扱規定は、2026年 6月 30日より適用され

ます。 

 

以 上 

 


